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令和６年１１月臨時会会議録 

 

 

令和６年１１月２８日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  副 市 長 石 山 健 一 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  子育て推進課長 
兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 

都 市 整 備 課 長 髙 橋   学  選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 井 上   徹    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  主 事 小 野 一 樹 

主 事 秋 葉 佑 太    
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議 事 日 程 

令和６年１１月２８日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第１ 会議録署名議員指名 

日程第２ 会期決定 

日程第３ 報告第１５号令和６年度新庄市一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認について 

日程第４ 議案第５９号令和６年度新庄市一般会計補正予算（第８号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

佐藤卓也議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  これより令和６年11月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。   

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において亀井博人議員、髙橋富美子

議員のお二人を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

佐藤卓也議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長八鍬長一議員。 

   （八鍬長一議会運営委員長登壇） 

八鍬長一議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の経過と結果に

ついて報告申し上げます。 

  去る11月21日午前10時より、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席の下、執行部から

副市長及び関係課長の出席を求め、議会運営委

員会を開催し、本日招集されました令和６年11

月臨時会の運営について協議をしたところであ

ります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては本日11月28日、１日と決定

いたしました。 

  このたび提出されます案件は、報告第15号令

和６年度新庄市一般会計補正予算（第７号）の

専決処分の承認について並びに議案第59号令和

６年度新庄市一般会計補正予算（第８号）の２

件であります。 

  案件の取扱いにつきましては、臨時会であり

ますので、報告１件の後、補正予算１件を委員

会への付託を省略して、直ちに本日の本会議に

おいて審議をお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

佐藤卓也議長 今期臨時会の会期は、ただいま議

会運営委員長から報告のありましたとおり、11

月28日、本日１日にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は11月28日、１日と決しました。 

 

 

日程第３報告第１５号令和６年度

新庄市一般会計補正予算（第７

号）の専決処分の承認について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第３報告第15号令和６年度新

庄市一般会計補正予算（第７号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 
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山科朝則市長 おはようございます。 

  報告第15号令和６年度新庄市一般会計補正予

算（第７号）の専決処分の承認について御説明

申し上げます。 

  このたびの補正予算は、10月27日に投開票が

行われた第50回衆議院議員総選挙の執行に係る

費用を早急に予算化する必要があるため、10月

９日付で予算の専決処分を行ったものでありま

す。 

  補正額につきましては、歳入歳出それぞれ

2,031万1,000円を追加し、補正後の予算総額を

210億5,893万6,000円とするものであります。 

  選挙の執行に対応するため予算化したもので

ありますので、御承認くださいますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました報告第

15号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第15号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第15号令和６年度新庄市一般会計補正予

算（第７号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第15号はこれを承認することに決しました。 

 

 

日程第４議案第５９号令和６年度

新庄市一般会計補正予算（第８

号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第４議案第59号令和６年度新

庄市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 議案第59号令和６年度新庄市一般

会計補正予算（第８号）について御説明申し上

げます。 

  補正予算書１ページ、令和６年度一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ1,941

万8,000円を減額し、補正後の予算総額を210億

3,951万8,000円とするものであります。 

  初めに、３ページの債務負担行為補正につき

ましては、新中部保育所（仮称）建設事業及び

ガバメントクラウドネットワーク運用管理補助

業務委託事業を追加するものであります。 

  また、第３表地方債補正につきましては、事

業費の追加及び変更に伴い地方債の金額を変更

するものであります。 

  次に、６ページからの歳入について御説明い

たします。 

  15款国庫支出金は、災害復旧事業の実施に伴

う災害復旧費国庫負担金を新たに計上しており

ます。 

  19款繰入金及び20款繰越金は、このたびの補

正予算の財源として財政調整基金繰入金を増額

し、前年度繰越金を減額しております。 

  22款市債は、保育所建設事業に係る事業費の

変更及び災害復旧事業の予算化に伴い補正する

ものであります。 

  次に、７ページからの歳出について御説明い
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たします。 

  ３款民生費は、新中部保育所（仮称）建設事

業を令和８年度までの３か年で実施することと

いたしまして、令和６年度に必要な予算を残し

て減額補正するものであります。 

  11款災害復旧費は、７月の大雨被害の復旧に

係る経費として、道路橋りょう災害復旧事業費

及び河川災害復旧事業費を計上しております。 

  私からの説明は以上でありますが、このたび

の補正予算は、可能な限り早急に事業に着手す

るために必要な予算を計上しております。御審

議いただきまして、御決定賜りますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

59号については、会議規則第37条第３項の規定

により、委員会の付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３ページの第２表債務

負担行為補正、ガバメントクラウドネットワー

ク運用管理補助業務委託事業（令和６年度）、

期間が令和７年度、限度額1,826万円について

お尋ねいたします。 

  これについて、今までガバメントクラウドと

いうものでなく、自治体ごとのクラウド利用、

事業ごとのものがあったと思いますが、ガバメ

ントということで国全体のシステムにするとい

う変更だと思いますが、この内容はどうなのか。 

  ２つ目は、システム変更で自治体独自の内容

が変わることはないでしょうか。ないというな

らば、その根拠を示していただきたいと思いま

す。 

  ３つ目は、新たな負担発生ではないのか。そ

ういう新たな負担発生になる可能性はあるかな

いか、お尋ねします。 

  ４つ目に、もしも不具合が起きた場合、そう

いったことなどで誰も不便は起きないと言える

のか。 

  ５点目ですが、ガバメントクラウドに移行す

るという判断をした根拠は何か。 

  ６番目に、このガバメントクラウドで標準化

ということが言われておりますが、標準化に伴

う財政支出はどのくらいと見ているか。国のほ

うでは３割削減になるのではないかと言ってい

るようでもありますが、そうなる根拠はあるの

かという点についてお尋ねします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

ガバメントクラウドネットワーク運用管理補助

業務委託事業について、今佐藤議員のほうから

何点か御質問いただきましたので、御説明申し

上げたいと思います。 

  まず、ガバメントクラウドに移行というふう

な言葉がございましたけれども、こちらの説明

も交えて御説明申し上げたいと思います。 

  こちらのガバメントクラウドにつきましては、

自治体ごとのクラウド利用という様々自治体独

自のサービスでクラウドというインターネット

上の空間を利用したサービスとは別に、国にお

いて行っている自治体の情報のシステムの標準

化・共通化に伴う作業で、政府と自治体が共通

で利用するようなインターネット上の利用環境

のことをガバメントクラウドというふうにして

呼ばれております。今現在、来年度、令和７年

度中の標準化・共通化の移行を目指して全自治

体で作業を進めていく上で、このガバメントク

ラウドという国と地方自治体との共通の空間を

利用して、その作業を進めていくその場所のこ

とをガバメントクラウドというふうに呼んでお
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りまして、ここに移行するとかそういうふうな

ものではまずないというふうなところでござい

ます。 

  まず、全体的なスケジュールから申し上げま

すと、国全体で来年度中の円滑な移行を目指し

ておりますけれども、新庄市といたしましては、

市といたしましての本格稼働は12月22日を目標

としております。この本稼働に当たりまして、

ガバメントクラウド上で様々国との作業のやり

取りをするのに５か月間、事前作業にかかりま

す。遡って計算しますと、ガバメントクラウド

の接続については、７月22日に接続をして国と

のやり取りの作業を進めていく必要があるとい

うふうになります。 

  今回の債務負担行為の予算につきましては、

この７月22日にガバメントクラウドに接続する

ための契約をしてからのネットワークの構築費

用と、ガバメントクラウドに接続した後の保守

業務を合算した金額が1,826万円というふうな

ことになっておりまして、令和６年度につきま

しては契約のみを行う、支出がゼロでございま

して、この1,826万円につきましては令和７年

度予算に上程して、また予算の審議をお願いし

たいというふうに考えております。 

  そのネットワーク構築、早急に今回債務負担

行為を設定させていただいて早急に契約して、

ネットワーク構築の業務に入らせていただきた

いわけですけれども、その構築作業中の前半の

部分で、国との検証事業をする必要がございま

す。３月までに国との検証事業をそのネットワ

ーク構築に際して行いまして、国に対して成果

を報告するというふうなところが、またこの作

業の途中で義務づけられております。そのため

に今回債務負担行為を設定させていただいたと

いうことは、なるべく早く契約して、この検証

作業を進めて、余裕を持って３月まで成果報告

を出したいというふうなことで、こちらのほう

をお願いするものであります。 

  その上で、今、議員から御質問いただいた部

分についてお答えいたしますと、システムの共

通化で自治体独自のやり方に変更はないのかと

いうことですけれども、システムの標準化・共

通化の作業については、様々各自治体がやって

いる独自のシステムとは関連はありません。あ

くまでも今現在全国の自治体で行われておりま

す戸籍の業務とか、国保、年金関係の20の業務

についてばらばらなシステムを導入されている

部分について、国の制度改正があった場合に個

別に事業者と改修等のやり取りをしなければい

けないというふうなところで、そういった部分

で不都合が生じているところを、全国、その20

の業務については統一的な基準、共通化を図る

ことで、国の制度改正に対して効率よく作業が

進められるというふうなことから、今この共通

化・標準化の作業をやっているということにな

りますので、個別の今自治体で行われているも

ののやり方とは関係ないというふうなことにな

ります。 

  新たな負担が増えないのかというふうな部分

につきましては、逆に共通化・標準化すること

によって、人的にも財政的にも負担が軽減され

るというふうなことになっております。不具合、

不便等も特にないというふうに捉えております。 

  ガバメント移行の根拠というふうな御質問に

つきましては、ガバメントクラウドというもの

の取扱いについて今申し上げましたとおりでご

ざいまして、自治体の情報システムの標準化・

共通化の根拠につきましても、人的な職員の負

担軽減と財政的な負担軽減を図るため、国にお

いて法律で移行を目指しているものというふう

なことになります。 

  財政支出はどのくらいかということになりま

すけれども、トータルでの金額はちょっと把握

しておりませんけれども、こちらの1,826万円

につきましては、令和７年度予算としてまた上

程させていただきますが、ネットワーク構築に
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係る部分についてはこのうち1,430万円で、接

続後の保守管理については396万円となってお

りまして、1,430万円のネットワーク構築分に

つきましては、国からの10分の10の補助金が来

るというふうな仕組みになっております。 

  保守管理につきましては、どのようなシステ

ムであろうとも全国自治体で保守管理していく

というのは経常的な費用になるかと思いますの

で、そこは各自治体の持ち出しというふうな区

分がされているところでございます。 

  こちらの債務負担行為の説明については以上

でございます。よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 大変勉強になりました。 

  ところで、この令和７年度中にやる目標でや

っているということでございましたが、富士通

関係から間に合わないという通知も出ていると

聞いておりますし、さらにデジタル庁のほうで

も自治体によっては間に合わないだろうという

資料も出ています。それから、自治体によって

は、これに合わせるためには独自のクラウドを、

今までのほうがコストがかからないとデジタル

庁が言っているようです。例えば埼玉関係です

けれども、23町村中21町村で独自のクラウドが

あって、今のほうがコストがかからないとデジ

タル庁が言っているようなんです。 

  そういった標準化することで問題が出ている

ようだし、時間的にも間に合わないと内外から

言われているような問題もあり、さらに３割削

減だと国のほうではそういうふうに言っている

ようですけれども、ならないんじゃないかと。

今のほうがコストがかからないと言っている自

治体も出ているとデジタル庁が言っている。こ

ういうようなことは御存じでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 今、佐藤議員が御質問の

中でおっしゃった部分については承知しており

ません。また、富士通ができないと言っている

部分についても、そういった事実があるのかな

というふうには今お聞きして思いましたけれど

も、新庄市として今管理していただいておりま

す事業者につきましては、内部でしっかりとし

た協議を行った形で、うちで12月22日というふ

うに決定いたしましたけれども、その前に先行

して構築する自治体もその事業者は抱えており

まして、その先行自治体で得た知見を基にして、

残り、その事業者が抱えている自治体の大半を

12月の接続で全て完了させるという形で協議を

進めておりますので、期日までできないとかい

う部分については、今のところ新庄市としては

そういったところはないというふうに捉えてお

ります。 

  経費の部分の課題については承知しておりま

せんけれども、今後そういった部分については、

どういった内容があるのかという部分について

検証を進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 先ほどの総合政策課長

のお話で、保守については各自治体の持ち出し

だというお話がありました。そういう意味では

財政負担率がなかなかつかみづらいところがあ

るし、多分これから保守が毎年あるか分かりま

せんが、古くなれば保守が必要になることがあ

るわけで、そういうときに各自治体持ち出しと

いうことを言われたのでは、市としては大変な

負担になっていくわけでありまして、財政負担

は、国の法律で決めたものであれば国の責任で

やっていただきたいというふうに求めていくこ

とが必要なような気がするのですが、どうです

か。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 
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川又秀昭総合政策課長 ちょっと私の説明が足ら

なかった部分もあるかと思うんですけれども、

このシステムの標準化・共通化に係る部分で、

国においてするべき部分については、国におい

て負担をしていただいているというふうに認識

しております。それで、従来からかかっていた

部分について、本来市町村として持つべき部分

については、従来どおり自治体負担になるのか

なというふうな部分で捉えております。 

  全体的な経費につきましても、基本的に税で

ありますとか国保、あと福祉関連、介護関連の

20の業務が、共通化によって人的な部分とか、

あと様々な制度改正によってシステムを個別に

改修が必要であった部分というのが、全国統一

のシステムが図られることで経費が削減される

というふうなこと、将来的な部分の経費削減が

見込まれるというふうなところもありますので、

現在の今の状況を捉えて負担がどうこうという

部分についてはなかなか申し上げることができ

ませんけれども、単純に考えて、やはり統一化

を図ることによって、将来的には全体的な経費

は削減されるのであろうというふうなところは

認識しているところでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号令和６年度新庄市一般会計補正予

算（第８号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で今期臨時会の日程は全て終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうもお疲れさまでした。 

 

     午前１０時２９分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  佐 藤 卓 也 

 

   会議録署名議員  亀 井 博 人 

 

    〃    〃   髙 橋 富美子 


